
四日市市告示第１５８号 

四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。 

令和５年３月３１日 

                    四日市市長  森 智広 

 

四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱の一部を改正する要

綱 

四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱（令和２年四日市市

告示第１６０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（目的） 
第１条 この要綱は、子育て・若年夫婦世帯の

市外からの転入や市内の賃貸住宅からの住

み替えを支援することにより、子育て環境の

充実と定住の促進を図るとともに、空き家等

の有効活用を図ることを目的として、予算の

範囲内において空き家等の取得にかかる費

用の一部を助成することに関し、四日市市補

助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第

１１号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 
（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 市外からの転入者 空き家等を取得

し、本市に転入した者 

 

(3) 市内の賃貸住宅からの転居者 空き家

等を取得し、市内の賃貸住宅から転居した

者 

(4)から(6)まで （略） 

（補助対象の住宅） 
第４条 補助金の交付対象となる住宅は、次に

掲げる要件をすべて満たすものとする。 

(1) 市内に存在するものであること。ただ

（目的） 
第１条 この要綱は、子育て・若年夫婦世帯の

市外からの転入や市内の賃貸住宅からの住

み替えを支援することにより、中古住宅等の

空き家等の有効活用を図るとともに、子育て

環境の充実と定住の促進を図ることを目的

として、予算の範囲内において空き家等の取

得にかかる費用の一部を助成することに関

し、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年

四日市市規則第１１号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 
（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
(1) （略）   

(2) 市外からの転入者 令和２年１月２日

以降に空き家等を取得し、本市に転入した

者 

(3) 市内の賃貸住宅からの転居者 令和２

年１月２日以降に空き家等を取得し、市内

の賃貸住宅から転居した者 

(4)から(6)まで （略） 

（補助対象の住宅） 
第４条 補助金の交付対象となる住宅は、次に

掲げる要件をすべて満たすものとする。 

(1) 市内に存在するものであること。 



し、市街化調整区域内に存在するものにあ

っては、原則として都市計画法に基づく許

可を受けた者が居住するものであること。 

(2)から(4)まで （略） 
 （受給資格の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする申請

者は、四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居

支援補助金受給資格認定申請書（第１号様

式）に次の各号に掲げる書類を添えて、新た

に取得した空き家等に係る固定資産税等の

最初の賦課期日（１月１日）が属する年度の

３月３１日までに受給資格の認定(以下「認

定」という。)を市長に申請しなければならな

い。 

(1) （略）  

(2) 親世帯全員の住民票（発行日から３月

以内のもの） 

(3) 世帯全員の市町村税の滞納がないこと

の証明書（発行日から３月以内のもの） 

 

(4) 親世帯全員の市町村税の滞納がないこ

との証明書（発行日から３月以内のもの） 

(5) 近居する親世帯と親子関係であること

を証する書類 

(6) 前住地が市内の場合は、賃貸住宅から

の転居者であることがわかる書類 

(7) 補助対象の空き家等の建築時期及び居

住又は使用されていたことがわかる書類 

(8) 売買契約書の写し  

(9) 取得した空き家等に係る登記が完了し

たことがわかる書類 

(10) 市街化調整区域において空き家等を

取得し、居住する場合は、都市計画法に基

づく許可を受けていることがわかる書類

（許可不要の場合を除く） 

(11) 誓約書 

(12) その他市長が必要と認める書類 

   附 則 
（施行期日） 

 

 

 

(2)から(4)まで （略） 
 （受給資格の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする申請

者は、四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居

支援補助金受給資格認定申請書（第１号様

式）に次の各号に掲げる書類を添えて、新た

に取得した空き家等に係る固定資産税等の

最初の賦課期日（１月１日）が属する年度の

３月３１日までに受給資格の認定(以下「認

定」という。)を市長に申請しなければならな

い。 

(1) （略） 

(2) 近居する親世帯全員の住民票（発行日

から３月以内のもの） 

(3) 世帯全員（近居する親世帯全員を含む）

の市町村税の滞納がないことの証明書（発

行日から３月以内のもの） 

(4) 近居する親世帯と親子関係であること

を証する書類 

(5) 前住地が市内の場合は、賃貸住宅から

の転居者であることがわかる書類 

(6) 補助対象の住宅の建築時期及び居住又

は使用されていたことがわかる書類 

(7) 取得した空き家等に係る登記が完了し

たことがわかる書類 

(8) 誓約書 

(9) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 
（施行期日） 



１ （略） 
 （有効期限） 
２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、そ

の効力を失う。 

１ （略） 
 （有効期限） 
２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、そ

の効力を失う。 

 

第１号様式を次のように改める。 

  



 



 

 



 

 



第３号様式を次のように改める。 

  



 

  



 

  



第５号様式を次のように改める。 

  



 

  



 

  



第７号様式を次のように改める。 

  



 



第９号様式を次のように改める。 

  



 

  



第１１号様式を次のように改める。 

  



 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令

和５年３月３１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄

に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しな

いものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市子育て・若年夫婦世

帯の住み替え支援補助金交付

要綱（令和２年四日市市告示

第１５９号） 

（略）  

 四日市市三世代同居等支援補

助金交付要綱（令和２年四日

市市告示第１６１号） 

（略）  

 （略）  

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市子育て・若年夫婦世

帯の住み替え支援補助金交付

要綱（令和２年四日市市告示

第１５９号） 

（略）  

 四日市市子育て・若年夫婦世

帯の近居支援補助金交付要綱

（令和２年四日市市告示第１

６０号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式、第７号

様式、第９号様式及び第

１１号様式 

第１号様式、第９号

様 式 及 び 第 １ １ 号

様式については、署

名 を し た 場 合 に 限

 



る 

 四日市市三世代同居等支援補

助金交付要綱（令和２年四日

市市告示第１６１号） 

（略）  

 （略）  

 

 

（都市整備部都市計画課） 


